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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「水と生きる」を掲げる会社として、自然を大切にし、社会を潤し、そして新たな挑戦を続けることを約束します。また、社会情勢の変化や健
康に対する消費者ニーズの高まりといった昨今の事業環境の変化を踏まえ、新たなビジョンとして「次世代の飲用体験を誰よりも先に創造し、人々
のドリンキングライフをより自然で、健康で、便利で、豊かなものにする」を策定し、株主及び投資家の皆様、お客様、地域社会、取引先、従業員等
の各ステークホルダーとの間の良好な関係を保ち、企業としての社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、コーポレートガバナンス・コード（以下「コード」とします）の各原則の実施状況を、「サントリー食品インターナショナル株式会社コーポレー
ト・ガバナンス方針」（以下「当社方針」とします）として開示し、次の当社ホームページに掲載しております。

　　　日本語：https://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/management/governance.html　

　　　英語：　https://www.suntory.com/softdrink/ir/management/governance.html

なお、コードにおいて開示すべきとされる事項につきましては、当社方針のうち、それぞれ、次の項目を参照ください。

原則1-4：当社方針「13．当社グループが保有する株式について」

原則1-7：当社方針「14．関連当事者間取引の方針」

原則2-6：当社方針「16．企業年金基金の運営」

原則3-1：当社方針「前文」、「１．Promise・Vision 」、「２.行動準則」、「３．多様性」、「４．適切な情報開示」及び「10．取締役の指名・報酬等につい

て」

補充原則4-1-1：当社方針「９．取締役会の役割等」

原則4-9：当社方針「11．独立社外取締役について」

補充原則4-11-1：当社方針「３．多様性」及び「９．取締役会の役割等」

補充原則4-11-2：当社方針「10．.取締役の指名・報酬等について」及び「11．独立社外取締役について」

補充原則4-11-3：当社方針「９．取締役会の役割等」

補充原則4-14-2：当社方針「９．取締役会の役割等」

原則5-1：当社方針「８．株主との対話」

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

サントリーホールディングス株式会社 183,800,000 59.48

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 6,580,280 2.12

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,099,900 1.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,362,600 1.73

HSBC BANK PLC A/C ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 4,196,900 1.35

JP MORGAN CHASE BANK 385632 4,166,380 1.34

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 3,811,000 1.23

JPモルガン証券株式会社 3,117,226 1.00

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 2,926,900 0.94

THE BANK OF NEW YORK 133522 2,810,869 0.90

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 サントリーホールディングス株式会社　（非上場）

補足説明



当社の親会社であるサントリーホールディングス株式会社は、寿不動産株式会社の子会社であるため、寿不動産株式会社も当社の親会社に該
当します。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 食料品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

(1) 当社の親会社であるサントリーホールディングス株式会社を含むサントリーグループとの取引については、法務部門及び経理部門において取

引の必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、事前に確認を行っております。また、同社からの独立性確保の観点も踏まえ、
特に重要と考えられる取引については、複数の独立社外取締役を含んだ取締役会において、その取引の必要性及び妥当性について十分に審議
した上で意思決定を行っております。

(2) 事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、内部監査部門における取引の内容等の事後的なチェッ

ク、監査等委員会による監査を行う等の健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社からの独立性の確保について

当社は、サントリーホールディングス株式会社を親会社として有しております。

当社の事業展開にあたっては、親会社等の指示や承認に基づいてこれを行うのではなく、独立社外取締役を含む取締役会を中心とした独自の意
思決定に基づき具体的な業務執行をしております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

井上　ゆかり 他の会社の出身者 ○

内田　晴康 弁護士 ○

増山　美佳 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

井上　ゆかり 　 ○

日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者
社長及び株式会社ジェーシー・コムサの
社外取締役を兼任しております。当社グ
ループと日本ケロッグ合同会社の親会社
のKellogg Companyとの間には、飲料関連

の取引、また、株式会社ジェーシー・コム
サとの間には食品関連の取引があります
が、いずれも金額的重要性はありません。

井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者とし
ての豊富な実績と海外での職務経験等に基づ
く高い見識を有し、客観的・中立的立場から、
取締役会における議案の審議等につき、有益
な助言や適切な監督を行っており、社外取締
役として適任であると判断しています。また、東
京証券取引所が定める独立役員の独立性基
準及び当社が定める独立性基準のいずれにも
抵触しておらず、一般株主との間で利益相反
が生じるおそれがないと判断しております。



内田　晴康 ○ ○

TMI総合法律事務所パートナー弁護士
(2018年４月２日就任)及び大日本住友製
薬株式会社の社外監査役を兼任しており
ます。当社グループとTMI総合法律事務
所との間には、弁護士業務等の取引があ
りますが、金額的重要性はありません。ま
た、2017年12月末日まで森・濱田松本法
律事務所弁護士を兼任しておりました。当
社グループと森・濱田松本法律事務所と
の間には、弁護士業務等の取引がありま
すが、金額的重要性はありません。

内田晴康氏は、弁護士としての豊富な経験と
高い見識を有しており、社外取締役（監査等委
員）として客観的・中立的立場から、取締役会
における議案の審議等につき、有益な助言や
適切な監査・監督を行っており、社外取締役
（監査等委員）として適任であると判断していま
す。また、東京証券取引所が定める独立役員
の独立性基準及び当社が定める独立性基準
のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間
で利益相反が生じるおそれがないと判断してお
ります。

増山　美佳 ○ ○

増山&Company合同会社の代表社員社長
を兼任しております。当社グループと増
山&Company合同会社との間には、取引
関係はありません。

増山美佳氏は、コーポレートガバナンス、人材・
組織、M&A等の分野における豊富なコンサル
ティング経験及び見識と、経営・経済に関する
グローバルな知見を有しており、社外取締役
（監査等委員）として客観的・中立的立場から、
取締役会における議案の審議等につき、有益
な助言や適切な監査・監督を行っており、社外
取締役（監査等委員）として適任であると判断し
ています。また、東京証券取引所が定める独立
役員の独立性基準及び当社が定める独立性
基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と
の間で利益相反が生じるおそれがないと判断
しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務は、内部監査部門においてこれを補助しています。内部監査部門の使用人の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重
して行うものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保するものとしています。

内部監査部門の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体
で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を
図っています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事委員会 4 0 2 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

人事委員会 4 0 2 2 0 0
社内取
締役



補足説明

当社は、社外取締役２名及び代表取締役社長、人事部門担当取締役の４名で構成される任意の人事委員会を設置しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、社外取締役が業務執行者をつとめる法人・団体と
の取引関係等を勘案のうえ、社外取締役を選任しており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

当社においては、以下の事項に該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しています。

１．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、当社又は当社子会社の業務執行取締役として在職していた場合

２．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、過去３事業年度において、その取引
金額がいずれかの連結売上収益の２％を超える場合

３．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超
える報酬（当社の取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く）を受けている場合

４．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対する当社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該
団体の総収入の２％を超える場合

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業務執行取締役及び常勤監査等委員の賞与は、業績連動としており、主として連結営業利益（一時的な収支を除く）を指標としてその金額を決定
しています。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

事業報告にて、社内取締役と社外取締役、監査等委員とそれ以外を区別して、報酬の種類別総額を開示しております。

また、有価証券報告書では、これに加え、報酬の総額が1億円以上である取締役について個別の報酬開示を行っています。

事業報告及び有価証券報告書は、当社ホームページに掲載しております。

事業報告（招集通知内）：https://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/stock/pdf/meeting_shoushu_08.pdf

有価証券報告書：https://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/library/securities.html

2017年度に支払った取締役報酬額についての開示状況は、次のとおりです。

【役員区分ごとの報酬額】（単位：百万円）

取締役（監査等委員を除く）（社外取締役を除く） 報酬等の総額353 基本報酬203 賞与149

社外取締役（監査等委員を除く）　　　　　　　　報酬等の総額12 基本報酬12 賞与0

取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）　　報酬等の総額50 基本報酬28 賞与21

社外取締役（監査等委員）　　　　 　　　　　　　報酬等の総額24 基本報酬24 賞与0

【個別の報酬額】（単位：百万円）

小郷三朗　　報酬等の総額126 基本報酬72 賞与54



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬等は、その役割と責務にふさわしい水準となるよう、業績及び企業価値の向上に対する動機付けや、優秀な人材の確保に配慮した
体系としています。

業務執行取締役の報酬等は、基本報酬（月次・定額）と賞与（年次・業績連動）としており、その水準は、職責の別に応じて設定しています。また、
賞与については、主として連結営業利益（一時的な収支を除く）を指標としてその金額を決定しています。

非業務執行取締役の報酬等は、原則として、基本報酬（月次・定額）のみとしています。常勤監査等委員につきましては、業績への寄与を勘案し、
報酬等として基本報酬に加え賞与（年次・業績連動）を支払っています。また、賞与については、主として連結営業利益（一時的な収支を除く）を指
標としてその金額を決定しています。

なお、当社は退職慰労金制度及びストックオプション制度は有しておりません。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役（監査等委員含む）の専従スタッフは配置していませんが、法務部門がサポートを行っております。社外取締役（監査等委員含む）に対
しては、事前に取締役会資料を送付し、法務部門が必要に応じて事前に議案の内容について説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役・取締役会

当社の取締役は、定款で員数を20名以内（うち監査等委員は５名以内）と定めています。

当社の取締役（監査等委員を除く）の員数は、本書提出日において６名であり、その任期は、経営環境の変化に対応し、最適な経営体制を機動的
に構築するため、１年間としています。また、当社の監査等委員の員数は本書提出日において３名です。

取締役会は、定時取締役会が毎月１回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、重要な業務執行及び法定事項の意思決定をす
るとともに、グループ各社の業務執行状況の報告を受け、監督を行っています。

また、当社は、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めてお
り、当社においては、重要な業務執行のうち、M&A、組織再編、多額の資産の取得・処分等を取締役会の決議事項としており、個別の業務執行に
ついては、原則として、代表取締役等の経営陣にその決定を委任しています。

２．監査等委員会

監査等委員会は、社外取締役２名を含む３名の監査等委員で構成されており、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行、その他グルー
プ経営に関わる全般の職務執行状況について、監査を実施しています。

また、当社は監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な会議における情報共有並
びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤監査等委員１名を選定しており、当該常勤監査等委員を中心に取締役、
管理部門等の内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。

常勤監査等委員の千地耕造氏は、2016年３月までサントリーホールディングス株式会社常務執行役員財経本部長として財務・経理部門を中心に
サントリーグループ各社の経営に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

３．会計監査人

会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しており、会計及び会計に係る内部統制の適正及び適法性について第三者と
しての視点より助言・指導を受けています。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数は次のとおりです。

・稲垣浩二（有限責任監査法人トーマツ）（４年）

・勝島康博（有限責任監査法人トーマツ）（１年）

・菱本恵子（有限責任監査法人トーマツ）（３年）

４．内部監査部門

当社は、内部監査部門として監査部及びグローバル監査部を設置しています。

監査部及びグローバル監査部は、当社及びグループ各社の監査を実施し、業務の適正な執行に関わる健全性の維持に努めています。

本書提出日における監査部及びグローバル監査部の員数は23名であり、財務・経理部門出身者等、財務及び会計に知見を有する者が複数いま
す。

５．人事委員会

当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の委員会として人事委員会を設置しています。人事委員会は、取締役候補者案を審議し、取締役会に
対して、取締役候補者の適任性について答申するとともに、取締役（監査等委員を除く）の報酬の水準及び指標等について審議し、その妥当性に
ついて取締役会に答申します。人事委員会の構成員は、社外取締役２名及び代表取締役社長、人事部門担当取締役各１名の合計４名です。

６．リスクマネジメントコミッティ等

当社は、リスクマネジメントコミッティ、品質保証委員会、環境委員会を設置しています。

リスクマネジメントコミッティは、当社グループ全体のリスクマネジメント活動を推進する役割を担い、当社グループのリスクの抽出、対応策の立案
及び対応状況の進捗確認を行います。

品質保証委員会は、当社グループ全体の品質保証活動の推進を担い、当社グループにおける品質保証上の課題の抽出、対応策の立案及び対
応状況の進捗確認を行います。

リスクマネジメントコミッティ及び品質保証委員会において、危機発生時の報告ルールを定める等、リスクが現実化した場合の対処方法についても
整備をしています。

環境委員会は、当社グループ全体の環境経営の推進を担い、持続可能性に配慮した事業活動推進のための戦略及び中長期計画の立案・推進
を行います。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。

これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役（監査等委員）が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、また、社外
取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、重要な業務執行の決定の全部又は一部の取締役への委任を通じ
て取締役会における迅速な意思決定を実現することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としたものであります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の開催日の約3週間前までに発送しています。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット等による議決権の行使を可能としています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してい
ます。

招集通知（要約）の英文での提供 英訳版を作成し、英文ホームページで公開しています。

その他

招集通知（和文とその英訳版）を、発送の3営業日前に当社ホームページに掲載しており
ます。

和文：https://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/stock/meeting.html

英訳版：https://www.suntory.com/softdrink/ir/stock/meeting.html

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
基本方針に加え、開示方法、業績予想等に関する留意事項、沈黙期間につき
定めています。当社ホームページに掲載しております。

https://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/disclosure/index.html

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算発表（第2四半期決算・期末決算）において、社長・経営戦略・管理本部担
当役員を説明者として開催しています。

また、第1・3四半期を含む決算発表のほか、必要に応じて電話会議を開催して
います。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
欧州、米国、アジアの主要都市において、社長・経営戦略・管理本部担当役員
を説明者に各場所年１～２回、個別訪問ミーティングを実施しています。

あり

IR資料のホームページ掲載

IRサイトの内容充実に努めており、決算発表資料、適時開示資料、各種プレス
リリース、プレゼンテーション資料、有価証券報告書及び四半期報告書、株主
総会招集通知、アニュアルレポート等掲載の他、機関投資家向け決算説明会
のオンデマンド配信をIRサイト上にて実施しています。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署は、経営戦略・管理本部　IR部です。

その他

投資家向けの重要な開示資料は原則として全て英訳し、和文と同時又は和文
開示後速やかにホームページに掲載しております。

英文IRサイトURL

https://www.suntory.com/softdrink/ir/index.html

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念、企業行動指針等に各ステークホルダーの尊重について規定しております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境委員会にて活動しております。

当社は、自然の恵みに支えられている企業の責務として、長年にわたり持続可能な社会づ
くりに貢献するために、当社の「2020年目標」を設定しています

■当社の「2020年目標」について

環境負荷低減の2つの目標を掲げます。

（1）当社グループの自社工場での水使用を42％削減

（2）当社グループのバリューチェーンのCO2排出を25％削減

当社は、環境に対する企業活動の目標を新たに設定することで、環境経営をより一層推進
していきます。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ディスクロージャーポリシーに従い、社外への情報提供を行なっています。適時・公正・公
平なディスクロージャーの推進による経営の透明性向上に取り組んでいます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）は次のとおりであります。

（１）当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という。）及び
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１．当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、「人と自然と響きあう」という企業理念を共通の志として、国際的企業市民としての自覚
をもとに、市民社会のルールを尊重し、コンプライアンスを最優先にする組織と風土を何よりも重視し、当社グループの取締役、執行役員及び従業
員等一人ひとりが、企業市民として、社会的な倫理の上に組織の意思決定を行い、事業活動を展開する。

２．上記理念の実践のため、サントリーグループ企業倫理綱領に基づき、法令遵守・社会倫理の遵守を当社グループの全ての取締役、執行役員
及び従業員等の行動規範とする。取締役及び執行役員は、法令・定款並びに企業倫理の遵守を率先垂範して行うとともにコンプライアンス経営の
維持・向上に積極的に努めるものとする。

３．当社グループの取締役、執行役員及び従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、リスクマネジメントコミッティに
おいて、当社グループ全体のコンプライアンス活動の推進を行い、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議する。また、コンプライアンス担
当部門により、定期的に教育・研修活動を行うとともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築・推進を行う。

４．リスクマネジメントコミッティは、審議内容及び活動を、適宜、取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。

５．取締役及び執行役員が当社グループのコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにリスクマネジメントコミッティに報告するものとす
る。また、コンプライアンス・ホットラインを社内・社外に設置し、当社グループの従業員等がコンプライアンス上の問題点について、直接報告できる
体制とし、情報の確保に努めた上で、報告を受けたリスクマネジメントコミッティは、その内容を調査し、必要に応じて関連部署と協議し、是正措置
を取り、再発防止策を策定し、当社グループ全体にこれを実施させるものとする。

６．必要に応じて、当社子会社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定や監督を実施する。また、当社の関連部署は、必要に応じて、当社
子会社に対する助言、指導又は支援を実施するものとする。

７．必要に応じて、当社子会社に監査役を派遣し、監査を実施するものとする。

８．内部監査部門を設置し、当社グループのコンプライアンスの状況・業務の適正性に関する内部監査を実施する。内部監査部門はその結果を、
適宜、監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする。

９．当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備・構築する。

10．取締役及び執行役員は、当社グループにおいて、反社会的勢力との関係断絶及び不当要求への明確な拒絶のための体制を構築し、推進す
るものとする。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

１．取締役及び執行役員は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他取締
役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び社内規程に従い保存・管理するものとする。

２．上記の文書等は、取締役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。

３．リスクマネジメントコミッティにおいて、個人情報を含む情報の保護・保存のみならず、情報の活用による企業価値向上を含めた情報セキュリ
ティ・ガバナンス体制を構築・推進する。

（３）当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１．当社グループのリスクマネジメントの基本方針は、取締役会において決定されるものとする。

２．業務執行におけるリスクは、各業務執行取締役及び執行役員がその対応について責任を持ち、重要なリスクについて、取締役会において、分
析・評価を行い、改善策を審議・決定するものとする。

３．グループ経営上重要なリスクは、リスクマネジメントコミッティ及び品質保証委員会において、当社グループ全体の業務遂行上のリスク及び品
質リスクをそれぞれ網羅的・総括的に管理する。また、必要に応じ、当該リスクの管理に関する規程の制定・ガイドラインの策定・研修活動の実施
等を行うものとする。

４．新たに生じたグループ経営上重要なリスクについては、取締役会において、速やかに対応の責任を持つ業務執行取締役又は執行役員を選定
し、対応について決定するものとする。

（４）当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１．当社グループの経営の基本方針は、取締役会において決定されるものとする。

２．当社は、当社グループの取締役、執行役員及び従業員等が共有すべき全社的目標を定め、担当取締役は、全社的目標達成のための具体的
目標及び権限の適切な配分等、当該目標達成のための効率的な方法を定める。

３．担当取締役は、目標達成の進捗状況について、取締役会において確認し、具体的な対応策を報告しなければならないものとする。

４．各取締役の業務執行の適切な分担を実施し、責任権限規程に基づき、効率的な意思決定を図るものとする。

（５）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

１．当社子会社の業務執行の状況については、定期的に取締役会において報告されるものとする。

２．当社子会社を担当する業務執行取締役及び執行役員は、随時当社子会社から業務執行の状況の報告を求めるものとする。

３．責任権限規程において、当社子会社の経営に関わる一定の事項については、当社の関連部署との協議・報告又は当社の取締役会の承認を
義務付けるものとする。

４．内部監査部門は、当社子会社に対する内部監査の結果を、適宜、監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする。

（６）その他の当社並びにその親会社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

親会社を含む当社グループ間の取引については、取引の実施及び取引条件の決定等に関する内部手続を定め、これらの取引の客観性及び合
理性を確保する。特に、親会社との取引に関しては、親会社からの独立性を確保するよう留意する。

（７）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締



役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

１．監査等委員会の職務は、内部監査部門においてこれを補助する。内部監査部門の使用人の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重し
て行うものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するものとする。

２．内部監査部門の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

（８）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役員、監査役その他これらの者
に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制

１．代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行うものとする。

２．当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務
及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。

３．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすお
それのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとする。

４．内部監査部門及びリスクマネジメントコミッティは、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の
報告を行うものとする。

５．コンプライアンス担当部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況の報告を行うものとする。

（９）当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当
該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止する。

（１０）当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他
の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１．当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用
又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

２．当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に
必要でない場合を除き、その費用を負担する。

３．監査等委員会は、当社子会社の監査役（若しくはこれらに相当する者）又は内部監査部門との意思疎通及び情報の交換がなされるように努め
るものとする。

４．監査等委員会は、定期的に代表取締役社長及び会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

＜基本的な考え方＞

当社グループは、企業倫理綱領に基づき、反社会的勢力に対しては、断固とした対応を行います。

＜整備状況＞

当社の法務部門を中心に、各社に責任者を配置しています。万一不当な要求があった場合には、警察等の関係行政機関、顧問弁護士等と連携
して対処する体制を整えています。反社会的勢力対応マニュアルを整備し、全社に周知し、各種研修を実施する等、体制の整備に努めています。

また、取引開始時には調査を実施し、反社会的勢力との取引防止に努めています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制について】

当社グループは、投資者に適時適切な企業情報を開示することを基本姿勢とし、社内規程に従って、以下の適時開示すべき情報を取り扱いま
す。

（１） 情報の集約管理は、ＩＲ部門及び法務部門が担当します。これらは内部情報管理を徹底するとともに、適時開示事項に該当する案件について

は、必要に応じてリスクマネジメントコミッティに伝達します。

（２） 当社の重要事実等東京証券取引所の定める会社情報の適時開示については、ＩＲ部が担当します。

（３） 各部門からＩＲ部門及び法務部門に集約された情報については、ＩＲ部門及び法務部門において協議し、ＩＲ部が、重要事実の発生あるいは決

定後遅滞なく適時開示を行います。

（４） 上記体制については、全社に周知徹底を行い、開示状況については、定期的に社外役員を含めた取締役会等で報告し、改善につなげてま

いります。


